高松市 (たかまつし)手話 (しゅわ)言語 (げんご)及び (およ　　)障害 (しょうがい)のある人 (ひと)のコミュニケーション手段 (しゅだん)に関する (かん　　　　)条例 (じょうれい)


手話 (しゅわ)は、音声 (おんせい)言語 (げんご)である日本語 (にほんご)とは異なる (こと　　　　)言語 (げんご)であり、手 (て)や指 (ゆび)、体 (からだ)の動き (うご　　)、顔 (かお)の表情 (ひょうじょう)等 (とう)を組み合わせて (く　あ　　　)、視覚的 (しかくてき)に表現 (ひょうげん)する言語 (げんご)です。ろう者 (しゃ)は、手話 (しゅわ)を第一 (だいいち)言語 (げんご)として、自己 (じこ)の生活 (せいかつ)を営む (いとな　　)ために大切 (たいせつ)に育んで (はぐく　　　　　)きました。
しかしながら、障害者 (しょうがいしゃ)の権利 (けんり)に関する (かん　　　　)条約 (じょうやく)や障害者 (しょうがいしゃ)基本法 (きほんほう)において、手話 (しゅわ)は言語 (げんご)として位置付けられた (いちづ　　　　)ものの、手話 (しゅわ)はろう者 (しゃ)が生活 (せいかつ)を営む (いとな　　)ために必要 (ひつよう)不可欠 (ふかけつ)な言語 (げんご)であることや、ろう者 (しゃ)と手話 (しゅわ)とが共 (とも)に歩んで (あゆ　　　)きた道 (みち)のりなどに対する (たい　　　　)市民 (しみん)の理解 (りかい)は、深まって (ふか　　　　　　)いるとは言い (い　)難い (がた　)状況 (じょうきょう)です。
　また、言語 (げんご)である手話 (しゅわ)を含め (ふく　　)障害 (しょうがい)のある人 (ひと)のコミュニケーション手段 (しゅだん)は、要約 (ようやく)筆記 (ひっき)、点字 (てんじ)、音訳 (おんやく)、情報 (じょうほう)通信 (つうしん)機器 (きき)の使用 (しよう)など多様 (たよう)にありますが、本市 (ほんし)においては、障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応 (おう)じたコミュニケーション手段 (しゅだん)の選択 (せんたく)と利用 (りよう)の機会 (きかい)が十分 (じゅうぶん)に確保 (かくほ)されているとは言え (い　)ず、その選択 (せんたく)と利用 (りよう)を容易 (ようい)に行う (おこな　　)ことができる環境 (かんきょう)の整備 (せいび)が求められて (もと　　　　　　　　　)います。
　本市 (ほんし)を含め (ふく　　)四国 (しこく)には、四国 (しこく)八十八箇所 (はちじゅうはちかしょ)霊場 (れいじょう)を巡る (めぐ　　)お遍路 (　へんろ)さんへのお接待 (　　せったい)に代表 (だいひょう)される「おもてなし」の風習 (ふうしゅう)が古く (ふる　　)からあります。そのおもてなしの心 (こころ)を持ち (も　)、障害 (しょうがい)の有無 (うむ)にかかわらず、お互い (　たが　)を認め合い (みと　　　あ　　　)、支え合う (ささ  あ   )、温かさ (あたた        )や優しさ (やさ    )があふれるまちづくりを推進 (すいしん)する必要 (ひつよう)があります。
　ここに、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)も障害 (しょうがい)のない人 (ひと)も分け隔てられる (わ　へだ　　　　)ことなく、お互い (　たが　)に人格 (じんかく)と個性 (こせい)を尊重 (そんちょう)し合いながら (　あ　　　　)、笑顔 (えがお)で暮らす (く　　)ことのできる、障壁 (しょうへき)のない地域 (ちいき)共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に寄 (き)与 (よ)するため、この条例 (じょうれい)を制定 (せいてい)します。
　
（目的 (もくてき)）
第１条 (だい　　じょう)　この条例 (じょうれい)は、言語 (げんご)としての手話 (しゅわ)に対する (たい　　　　)理解 (りかい)の増進 (ぞうしん)並び (なら　　)に障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)について、基本 (きほん)理念 (りねん)を定め (さだ　　)、市 (し)の責務 (せきむ)並び (なら　　)に市民 (しみん)及び (およ　　)事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)（市民 (しみん)活動 (かつどう)団体 (だんたい)を含 (ふく)む。以下 (いか)同 (おな)じ。）の役割 (やくわり)を明らか (あき　　　　)にするとともに、その基本 (きほん)理念 (りねん)にのっとった施策 (しさく)の推進 (すいしん)について定める (さだ　　　　)ことにより、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)も障害 (しょうがい)のない人 (ひと)も分け隔てられる (わ　　へだ　　　　　　)ことなく、お互い (　たが　)に人格 (じんかく)と個性 (こせい)を尊重 (そんちょう)し合いながら (　あ　　　　)、笑顔 (えがお)で暮らす (く　　)ことのできる、障壁 (しょうへき)のない地域 (ちいき)共生 (きょうせい)社会 (しゃかい)の実現 (じつげん)に寄与 (きよ)することを目的 (もくてき)とする。
（定義 (ていぎ)）
第２条 (だい　　　じょう)　この条例 (じょうれい)において、次 (つぎ)の各号 (かくごう)に掲げる (かか　　　　)用語 (ようご)の意義 (いぎ)は、当該 (とうがい)各号 (かくごう)に定める (さだ　　　)ところによる。
　(１)　障害 (しょうがい)のある人 (ひと)　身体 (しんたい)障害 (しょうがい)、知的 (ちてき)障害 (しょうがい)、精神 (せいしん)障害 (しょうがい)（発達 (はったつ)障害 (しょうがい)を含む (ふく　　)。）、その他 (　　た)の心身 (しんしん)の機能 (きのう)の障害 (しょうがい)がある者 (もの)であって、その障害 (しょうがい)及び (およ　　)社会的 (しゃかいてき)障壁 (しょうへき)により、継続的 (けいぞくてき)に日常 (にちじょう)生活 (せいかつ)又 (また)は社会 (しゃかい)生活 (せいかつ)に相当 (そうとう)な制限 (せいげん)を受ける (う　　)状態 (じょうたい)にあるものをいう。
　(２)　障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)　手話 (しゅわ)、要約 (ようやく)筆記 (ひっき)等 (とう)の文字 (もじ)の表示 (ひょうじ)、点字 (てんじ)、音訳 (おんやく)、平易 (へいい)な表現 (ひょうげん)、代筆 (だいひつ)、代読 (だいどく)、情報 (じょうほう)通信 (つうしん)機器 (きき)の使用 (しよう)その他 (　　た)の障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が他者 (たしゃ)と意思 (いし)疎通 (そつう)を図る (はか　　)ための手段 (しゅだん)をいう。
（基本 (きほん)理念 (りねん)）
第３条 (だい　　じょう)　手話 (しゅわ)に対する (たい　　　　)理解 (りかい)の増進 (ぞうしん)は、手話 (しゅわ)は言語 (げんご)であることの認識 (にんしき)の下 (もと)、独自 (どくじ)の歴史的 (れきしてき)背景 (はいけい)を有する (ゆう　　　　)文化的 (ぶんかてき)所産 (しょさん)であると理解 (りかい)されることを基本 (きほん)としなければならない。
２　障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)は、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)も障害 (しょうがい)のない人 (ひと)も相互 (そうご)の違い (ちが　　)を理解 (りかい)し、その人格 (じんかく)と個性 (こせい)を互いに (たが　　　　)尊重 (そんちょう)することを基本 (きほん)として行われなければ (おこな　　　　　　　　　　　　　　　　)ならない。
３　障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)コミュニケーション手段 (しゅだん)を容易 (ようい)に選択 (せんたく)し、利用 (りよう)することによりコミュニケーションを円滑 (えんかつ)に行う (おこな　　)権利 (けんり)は、最大限 (さいだいげん)尊重 (そんちょう)されなければならない。
（市 (し)の責務 (せきむ)）
第４条 (だい　　じょう)　市 (し)は、前条 (ぜんじょう)に定める (さだ　　　)基本 (きほん)理念 (りねん)（以下 (いか)「基本 (きほん)理念 (りねん)」という。）にのっとり、言語 (げんご)としての手話 (しゅわ)に対する (たい　　　　)理解 (りかい)の増進 (ぞうしん)並び (なら　　)に障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)のため、必要 (ひつよう)な施策 (しさく)を策定 (さくてい)し、及び (およ　　)実施 (じっし)するものとする。
（市民 (しみん)の役割 (やくわり)）
第５条 (だい　　じょう)　市民 (しみん)は、基本 (きほん)理念 (りねん)に対する (たい　　　)理解 (りかい)を深める (ふか　　　　)とともに、障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)に係る (かか　　)市 (し)の施策 (しさく)に協力 (きょうりょく)するよう努める (つと　　　　)ものとする。
（事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)の役割 (やくわり)）
第６条 (だい　　じょう)　事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)は、基本 (きほん)理念 (りねん)に対する (たい　　　　)理解 (りかい)を深める (ふか　　　　)とともに、障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)に係る (かか　　)市 (し)の施策 (しさく)に協力 (きょうりょく)するよう努 (つと)めるものとし、並 (なら)びに障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)を容易 (ようい)に選択 (せんたく)し、利用 (りよう)することができるように合理的 (ごうりてき)な配慮 (はいりょ)をしなければならない。
（連携 (れんけい)及び (およ　　)協働 (きょうどう)）
第７条 (だい　　じょう)　市 (し)、市民 (しみん)及び (およ　　)事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)は、前 (ぜん)３条 (　　　じょう)に規定 (きてい)する責務 (せきむ)又 (また)は役割 (やくわり)を踏まえ (ふ　　)、相互 (そうご)に連携 (れんけい)を図りながら (はか　　　　　　　　)協働 (きょうどう)し、障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)の普及 (ふきゅう)及び (およ　　)利用 (りよう)の促進 (そくしん)に努める (つと　　　)ものとする。
（施策 (しさく)の推進 (すいしん)）
第８条 (だい　　じょう)　市 (し)は、基本 (きほん)理念 (りねん)にのっとり、次 (つぎ)に掲げる (かか　　　)施策 (しさく)を推進 (すいしん)するものとする。
（１）言語 (げんご)としての手話 (しゅわ)及び (およ　)障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)について、市民 (しみん)及び (およ　　)事 (じ)業者 (ぎょうしゃ)の理解 (りかい)を深める (ふか　　　)ための広報 (こうほう)活動 (かつどう)及び (およ　　)啓発 (けいはつ)活動 (かつどう)
（２）障害 (しょうがい)のある人 (ひと)が地域 (ちいき)社会 (しゃかい)において障害 (しょうがい)の特性 (とくせい)に応じた (おう　　　　)多様 (たよう)なコミュニケーション手段 (しゅだん)を容易 (ようい)に選択 (せんたく)し、利用 (りよう)することができる環境 (かんきょう)の整備 (せいび)の促進 (そくしん)
２　市 (し)は、前項 (ぜんこう)の施策 (しさく)を推進 (すいしん)するときは、障害 (しょうがい)のある人 (ひと)その他 (　　た)の関係者 (かんけいしゃ)の意見 (いけん)を聴き (き　)、その意見 (いけん)を尊重 (そんちょう)するよう努 (つと)めなければならない。
（財政上 (ざいせいじょう)の措置 (そち)）
第９条 (だい　　じょう)　市 (し)は、前条 (ぜんじょう)第１項 (だい　　こう)の施策 (しさく)を推進 (すいしん)するため、必要 (ひつよう)な財政上 (ざいせいじょう)の措置 (そち)を講 (こう)ずるものとする。


　　　附 (ふ)　則 (そく)
　この条例 (じょうれい)は、公布 (こうふ)の日 (ひ)から施行 (せこう)する。

　　　附 (ふ)　則 (そく)
　この条例 (じょうれい)は、令和 (れいわ)６年 (ねん)４月 (がつ)１日 (にち)から施行 (せこう)する。

